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動物用ワクチンに添加剤として使用される成分に係る食品健康影響評価

（令和６年12月４日時点）

このことについて、本年８月７日及び12月４日、食品安全委員会から、新たに別紙

の成分について動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康

影響は無視できると考えられるとの答申がありましたので、お知らせします。

今回評価結果が答申された成分を含め、同委員会によって評価済みとなった成分の

一覧を別添のとおりまとめましたので、参考に添付します。

このことについて、貴会会員への周知をよろしくお願いします。

＜参考＞

○ 食品安全委員会ホームページ（動物用ワクチンの添加剤として使用する成分（二

酸化ケイ素、ゲンタマイシン硫酸塩）評価書）

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20240606073

○ 食品安全委員会ホームページ（動物用ワクチンの添加剤として使用する成分（ベ

ンジルペニシリンカリウム）評価書）

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20241023140

○ 農林水産省ホームページ（動物用医薬品）

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html



（別紙）

（令和６年８月７日）

１．二酸化ケイ素【フュームドシリカ】

２．ゲンタマイシン硫酸塩（１用量中ゲンタマイシンとして0.087mgまでのもの）

（令和６年12月４日）

３．ベンジルペニシリンカリウム


